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１．中小企業新事業活動促進法の概要

（１）使い易さ・分かり易さを追求し、創業・経営革新等に関する従来からの施策を
整理・統合。
（２）新たな動きである新連携に対する支援を追加し、施策体系全体を骨太化。
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※この他、中小企業技術革新制度、地域プラットホーム事業がある。
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〈参 考〉中小企業の定義

「資本金基準」又は「従業員

基準」のいずれかの基準を満た

せばＯＫ！

資本金基準 従業員基準

３億円以下 ３００人以下

※ゴム製品製造業（自動車又は、航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）

３億円以下 ９００人以下

１億円以下 １００人以下

５千万円以下 　５０人以下

５千万円以下 １００人以下

※ソフトウェア業又は情報処理サービス業
※旅館業

３億円以下
５千万円以下

３００人以下
２００人以下

民法第34条の規定により設立された
社団法人のうち、その直接又は間接
の構成員の2/3以上が中小企業者
であること

組合等

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工
業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組
合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、企業組
合、協業組合

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組
合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒
販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、
内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合

社団法人

サービス業(下記以外)

対象となる要件

特になし

直接又は間接の構成員の2/3以上
が中小企業者であること

※従業員(常時使用する従業員)には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

※個人については、従業員の条件に該当すれば対象となります。

会社、個人（主たる事業として営んでいる業種）

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)

卸売業

小売業

－２－



２．創業支援

創業の活発化・多種多様な企業の登場は、我が国経済の活性化に不可欠

であるため、創業に伴う不透明性・リスクを軽減し、創業活動を促進する。

（１）現 状（１）現 状
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資料：総務省「事業所・企業統計調査」 （年）

（％）

開業率

廃業率

１９８０年代以降、廃業率が開業率を上回る。

企業数による開廃業率の推移（非１次産業・年平均）

（２）支援対象（２）支援対象

【創業者】

①これから事業を開始しようとする個人

②事業を開始してから５年未満の個人

③設立後５年未満の会社

④分社化して新会社を設立する予定の会社

など
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（３）主な支援措置（３）主な支援措置

①最低資本金特例
～資本金１円からの起業～

中小企業新事業活動促進法の特例として、北海道経済産業局に確認申請書を提出するこ
とにより、有限会社は確認有限会社、株式会社は確認株式会社として、資本金がそれぞれ３０
０万円、１，０００万円以下でも、５年を期限として設立することが出来ます。
確認会社の設立手続きは、通常の会社と同様ですが、出資金払込・登記の前に北海道経
済産業局に確認申請を行い、確認書の交付を受けることが必要です。

「起業のきっかけ」最低資本金規制特例制度利用者アンケート（全国）より n=７７９

最低資本金規制特例　成立届出件数（各月最終金曜日時点）
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「最低資本金規制特例」による設立会社数（北海道）
（平成１５年２月１日～平成１７年８月２６日
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その他

技術が受賞するなど認められて

定年退職

勤務先が倒産

リストラ

知人の起業に刺激を受けて

取引先などに勧められて

規制緩和で起業しやすかった

起業のきっかけは一
つではなく、複数の要
員が重なって決断の時
を迎えるようです。
回答者の多くは、最
低資本金規制特例制
度をはじめとする政府
の規制緩和策を理由に
あげています。
また、取引先の勧め
等周囲のバックアップ
が不可欠のようです。

北海道経済産業局調査結果（平成15年10月～平成16年２月、アンケート及びヒアリング）

【設立会社の従業員数】

・調査回答企業の平均従業員数は、４．６人／社
・４．６人／社×１，３１２社＝６，０３５人（平成１７年６月２４日現在）

【創業、起業者のコメント】

•生活のことを考えるとなかなか決断できなかったが、知人から特例措置の話を聞き、また、出資の話もあ
り、挑戦してみる気になった。（建設業）

・将来に不安があり、自分の可能性に賭けてみたいと思っていた時、特例措置が始まったことを契機に決
断。（卸小売業）

•株式会社にするには資本が足りなかったが、特例措置により可能となり、創業の時期を早めることができ
た。（製造業）

－４－



②国民生活金融公庫の新創業融資
～創業資金を借り入れたい～

融資限度額

７５０万円

無担保

無保証人

本人保証なし

金 利

３．００％

（17.10.11時点）

融資期間

運転資金：５年

設備資金：７年
（据置期間６か月以内）

融資対象者：ａ～ｃのいずれかに該当する方

ａ 雇用（パートを含む）創出を伴う事業を始める方

ｂ 技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方

ｃ ａ又はｂのいずれかにより開業した方で、税務申告を２期終えていない方

など

融資条件：

融資額と同額以上の自己資金が必要

申込時提出書類：

・借入申込書

・開業計画書（ビジネスプラン）

※詳しくは、国民生活金融公庫の道内各支店まで（Ｐ３０参照）

【利用実績：平成16年度（北海道）】 ２７６社

③北海道信用保証協会の創業関連保証
～創業資金を借り入れたい～

創業予定者や創業後５年未満の中小企業者と分社予定の中小企業者、又
は分社後５年未満の中小企業者に対して、北海道信用保証協会が無担保・第
三者保証不要の債務保証を行う。

○保証限度額：１，５００万円

④中小企業投資育成株式会社の支援
～出資等により自己資本を充実したい～

・中小企業投資育成株式会社からの株式、新株予約権、新株予約権付社債の引

き受け、コンサルティングを通じて、自己資本の充実を図ることができる。

－５－



⑤税制上の優遇措置

【設備投資減税】

設立５年未満の中小企業者であって、製造業、印刷業、ソフトウェア業及び情報処理

サービス業における創造的活動をする者が取得した機械装置等について、取得価格の

７％の税額控除（リースの場合は費用総額の６０％相当額の７％）又は初年度

３０％の特別償却を認める。

【対象設備】

・取得又は製作・・・１台又は１基の取得価額 ２８０万円以上

・リース・・・１台又は１基のリース費用総額 ３７０万円以上

【エンジェル税制】

エンジェル税制とは、ベンチャー企業による個人投資家（いわゆるエンジェル）からの

資金調達を促進するための税制優遇措置。

＜売却時点＞＜投資時点＞

投

資

家

［優遇措置①］
投資額をその年の
株式譲渡益から
控除(繰延)
【恒久措置】

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

【株式譲渡益が発生した場合】

［優遇措置②］

株式譲渡益を１／２に圧縮

【株式譲渡損が発生した場合】

［優遇措置③］
損失を他の株式譲渡益から
翌年以降３年間繰越控除
【恒久措置】

【留保金課税の特例】

中小企業をめぐる資金調達環境が依然厳しい中、意欲ある取組を行う中小企
業の自己資本充実に向けた努力を促すため、設立１０年以内の中小企業者に対し、
留保金課税を停止する特例措置を講じる。

－６－

参考：留保金課税制度の概要

間接的に配当を促すため、同族会社

（３人以下の株主等で、持株割合が

５０％超の会社）が内部留保した金

額に対して追加的に課税する制度。

税率10%～20%

留保金課税

留保控除

配当

法人税等

社内留保
所
得
等



３．経営革新支援

中小企業が新商品・新サービスの開発・提供等の経営革新を行うことにより、
経営の向上を目指す取組を支援する。

（１）現 状（１）現 状

経営革新への取り組みの有無による成長率の違い
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資料：経済産業省「企業活動基本調査（平成10年）」再編加工
　　　経済産業省、中小企業庁「商工業実態基本調査（平成10年）」再編加工
　　　中小企業庁「企業経営革新活動実態調査」（2001年）
(注)　成長率は単純年平均で算出している。

取組有り

取組無し

（２）支援対象（２）支援対象

経営革新計画について北海道の承認を受けた中小企業者・組合等
【承認実績：平成11年7月-17年7月（北海道） ３７４社】

【経営革新計画の要件】

①新商品の開発又は生産

②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入
の新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図るもの。
※３－５年計画

〈経営の相当程度の向上〉
計画終了時において、次のａ及びｂの指標の目標伸び率となることが必要。

ａ：「付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）」又は「一人あたりの付加
価値額（付加価値額／従業員数）が年平均３％以上アップ。
３年計画：９％以上 ４年計画：１２％以上 ５年計画：１５％以上

＋

ｂ：経常利益が年平均１％以上アップ。
３年計画：３％以上 ４年計画：４％以上 ５年計画：５％以上

－７－



（３）主な支援措置（３）主な支援措置

①経営革新補助金

北海道から承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新事業のための経

費の一部を補助。

【補助率】 ２／３（国１／３ 北海道１／３）

【補助対象事業】

①動向等調査事業、②新商品・新技術・新役務開発事業、③販路開拓、④人材養成

【利用実績：平成13年度～16年度（北海道）】 ４４社

②政府系金融機関の低利融資制度

承認された経営革新計画に基づき実施する経営革新事業のための経費に対して、政

府系金融機関（中小企業金融公庫・商工組合中央金庫・国民生活金融公庫）が低利で

融資。

【利用実績：平成11年7月～17年3月（北海道）】 ２０９社

担保要件
担保・保証人あり
※注

無担保・第三者保
証人なし

貸付限度額

設備資金
７千２百万円
運転資金
４千８百万円

２千万円

貸付利率 特利③ 特利③＋0.9%

※注：国民公庫の融資は約９割が無担保で上乗せ金利無し。

担保要件 担保・保証人あり
一部担保免除
（７５％）

無担保 無保証 無担保・無保証

貸付限度額

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

免除額上限
８千万円

1企業あたり
５千万円

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

1企業あたり
５千万円

貸付利率 特利③

特利③＋中小企
業の信用リスク等
に応じた上乗金
利

特利③＋中小企
業の信用リスク等
に応じた上乗金
利

特利③＋0.3%

特利③＋0.3%＋
中小企業の信用
リスク等に応じた
上乗金利

担保要件 担保・保証人あり
一部担保免除
（７５％）

無担保 無保証

貸付限度額

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

貸付利率 特利③

特利③＋中小企
業の信用リスク等
に応じた上乗せ
金利＋0.4%

（注）中小公庫・商工中金は２億７千万円以内は特利③、それ以上は基準利率

８千万円

特利③＋中小企業の信用リスク等
に応じた上乗金利

中小公庫

国民公庫

商工中金

【金 利】

基準金利 １．８０％

特利③ ０．９５％
（平成17年10月11日時点）
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③北海道の制度融資
～事業革新貸付～

北海道は、新技術・新製品等の開発や活用、或いは事業の多角化や新たな事業分

野への進出等を行う中小企業者などのために、市中金融機関を通じて低利で融資を

行う。

【融資限度額】 １億円

【融資期間】 １０年以内（うち据置期間１年以内）

【金 利】 （平成１７年４月１日時点）

○固定金利： ３年以内 1.3% ５年以内 1.5%
７年以内 1.7% １０年以内 1.9%

○変動金利： １．３％

【信用保証】 必要により北海道信用保証協会の保証付きとなる。

【利用実績：平成11年7月～17年3月（北海道）】 ４２社

④北海道信用保証協会の信用保証の特例

北海道から経営革新計画の承認を受けた中小企業者は、以下の措置を受けること

が可能となる。

【利用実績：平成11年7月～17年3月（北海道）】 ４２社

普通保証・無担保保証・無担保無保証人保証の別枠化普通保証・無担保保証・無担保無保証人保証の別枠化

【一般の保証限度額】

○普通保証（企業）：２億円

（組合）：４億円

○無担保保証：8,000万円

○無担保無保証人保証：1,250万円

＋

【別 枠】

○普通保証（企業）：２億円

（組合）：４億円

○無担保保証：8,000万円

○無担保無保証人保証：1,250万円

新事業開拓保証の限度枠拡大新事業開拓保証の限度枠拡大

【一般の保証限度額】

○企業 ： ２億円

○組合 ： ４億円

【枠拡大】

○企業 ： ３億円

○組合 ： ６億円
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⑤小規模設備資金の特例

経営革新計画に従って実施する経営革新事業のための設備導入を行う小規模事業

者等（常時使用する従業員数が５０人以下）は無利子で融資を受けられる。
【利用実績：平成11年7月～17年3月末（北海道）】 ２社

貸付限度額 ： ６千万円（ 所要資金の２／３以内）
貸付利率 ： 無利子
償還期間等 ： ７年以内（公害防止等施設１２年以内）、据置１年以内
担保・保証人： 連帯保証人又は物的担保

⑥高度化融資

経営革新計画に基づき、集団化等の高度化事業を実施する組合等に対し、中小企

業基盤整備機構は資金支援を行う。

【制度概要】

(1) 貸付対象資金：土地、建物、構築物、設備
(2) 貸付金利：無利子
(4) 貸付期間：２０年以内（うち据置３年以内）
(5) 貸付割合：８０％

⑦中小企業投資育成株式会社の支援
～出資等により自己資本を充実したい～

・中小企業投資育成株式会社からの株式、新株予約権、新株予約権付社債の引

き受け、コンサルティングを通じて、自己資本の充実を図ることができる。

⑧特許料減免措置

経営革新計画の承認を受けた中小企業（経営革新計画終了後２年以内の中小企業

も対象）のうち、技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請を行う際の審査請求料・

特許料（第１年～第３年）を半額に軽減する。
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⑨税制上の優遇措置

【設備投資減税】

北海道から承認を受けた企業が取得した機械装置等について、取得価格の７％の税

額控除（リースの場合は費用総額の６０％相当額の７％）又は初年度３０％の特

別償却を認める。

【対象設備】

・取得又は製作・・・１台又は１基の取得価額 ２８０万円以上

・リース・・・１台又は１基のリース費用総額 ３７０万円以上

【留保金課税の特例】

中小企業をめぐる資金調達環境が依然厳しい中、意欲ある取組を行う中小企業

の自己資本充実に向けた努力を促すため、経営革新計画承認企業に対し、留保金

課税を停止する特例措置を講じる。

参考：留保金課税制度の概要

間接的に配当を促すため、同族会社

（３人以下の株主等で、持株割合が

５０％超の会社）が内部留保した金

額に対して追加的に課税する制度。

税率10%～20%

留保金課税

留保控除

配当

法人税等

社内留保
所
得
等
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（４）経営革新計画の承認までの流れ（４）経営革新計画の承認までの流れ

①まずは北海道へお問い合わせください。

支援メニューの詳細

や申請書の具体的な

記入方法を記載した

「手引き」（北海道

庁のホームページか

らも入手可能）も参

考にしてください。

・対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓

口、支援措置の内容等を気軽にご相談ください。

→ 問い合わせ先：Ｐ３０参照！

・北海道庁のホームページも併せてご覧ください。

→ http://www.pref.hokkaido.jp
/keizai/kz-ssnko/sanshin/keieikakusin/index.htm

②必要書類の作成・準備

各支庁や（財）北海

道中小企業総合支援

センター、商工会・

商工会議所等では、

申請書の書き方やビ

ジネスプランの策定

の仕方等をアドバイ

スしています。

・経営革新計画を作成の上、記載要領等を参照して申請書を

作成してください。

・計画承認申請書は、北海道の各支庁に用意しております。

→ 問い合わせ先：Ｐ３０参照！

・また、北海道庁のホームページ内の北海道申請届出窓口

「申請堂」からダウンロードすることが可能です。

→ https://shinseido.ar.pref.hokkaido.lg.jp/                 

③申請書の提出

・申請書受理から承

認までかかる期間

はおよそ１か月以

内です。

・申請内容の確認の

ため、何度か書類

のやり取りを行う

ことがあります。

・提出先は、申請者の本社所在地のある北海道の支庁です。

・承認後、融資、保証等の支援メニューを利用する場合には、

計画申請と平行して当該関係機関と密接な連絡を取ってく

ださい。

④承 認

・承認後、各関係機関の審査を経た上で、各種支援メニュー

が利用できます。
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（５）事例紹介（５）事例紹介

新しい商品やサービスの開発に取り組んだ事例（その１）

株式会社　テスク 建築工事業 札幌市西区

■利用した支援策

信用保険の特例、補助金

■経営革新計画のテーマ

■経営革新の特徴

承認年月 平成 14 年 1 月 計画年数 3 年

 ◆経営革新に至る経緯

・

・ 外部専門家との共同研究による成果を結びつけ、鉄筋コンクリート造り外断熱建物

として廉価な商品を開発、特許申請を行い発売。

・

・ このため、更にこの工法を普及させるために販売地域を拡大を目的に

◆経営革新計画の概要

・ 既存事業でのノウハウを生かし、外断熱工法を内断熱建物に取り入れる商品の

コストダウンと改良を重ねることにより、商品体系を整備する。

・ フランチャイズ加盟により営業力の強化を図る。

◆経営革新計画の結果・現状

・ 新商品の開発及び新たな販売方式の導入など、経営革新への取り組み姿勢が外部

から評価され、営業上の効果があった。

・ 経営革新計画の承認及び経過説明により、社員の意識が高揚された。

・ フランチャイズ加盟による効果については、原価面では反映していないが、

パートナー社向けには技術力と省エネ工法及び経営革新計画の承認が信用と

◆成功のポイント

・ 経営者が主体的に経営革新に取り組み、売上増とコスト低減及び経費削減による

営業利益を向上させたこと、また新商品の販路開拓が成功したため。

■企業の概要 ◆TEL 011-616-6600  ◆URL http://www.tsc-jp.com

代表者 丹　征吉 創業 H8.1 資本金 50 百万円 従業員 55 人 売上高 4,195 百万円

・ 平成８年に鉄骨造在来改良型商品の受注を主として、建設業及び賃貸マンション管理業として営業

を開始。９年鉄骨造外断熱建物を販売、１１年には複合柱材の意匠登録、外断熱用の鉄骨造建築に

用いる複合パネルの特許登録をした。１３年には鉄筋コンクリート造り外断熱建物の販売、鉄筋コ

ンクリート造り外断熱建物改良型建物を発売し、この鉄筋コンクリート造りと外断熱工法をあわせ

たハイパール工法は公営住宅及び山形県の警察官舎にも採用されている。

なり、パートナー数が順調に増加し、組織体制づくりが進んでいる。

外断熱工法をとりいれた高品質商品（内断熱建物）の販売による商品体系の整備並びに
フランチャイズ加盟によるコストダウン及びパートナー募集による組織的営業体制づく
りと営業力強化

当社は外断熱工法にこだわり、事業を展開している企業。

外断熱工法をとりいれた内断熱建物を改良した新商品を販売したところ、地球

温暖化防止対策の省エネ建物として好評であった。

経営革新計画を立案した。



－１４－

新しい商品やサービスの開発に取り組んだ事例(その２）

株式会社　北一やまざき その他の建物サービス業 帯広市

■利用した支援策

政府系金融機関低利融資

■経営革新計画のテーマ

■経営革新の特徴

承認年月 平成 12 年 3 月 計画年数 4 年

 ◆経営革新に至る経緯

・ 従来の湿式清掃サービスでは、床面を洗浄剤で洗うため、清掃時間がお客のいな

い夜間や定休日に限られ、また工程が多岐にわたるため、大量の人員及び時間を

必要とし、夜間休日割り増し時間給もかかるため人件費がかさんだ。

・ このため、乾式サービスを導入。

・ このことにより、業務に必要な人員が約半分になるのに加え、所要時間も半減す

るなど大幅な省力化につながると同時に、省力化によって生じた人員を利用し、

家事代行サービスに参入することとした。

◆経営革新計画の概要

・ 乾式清掃サービスの導入

 専用の清掃機械を導入し、１台の機械で、洗浄・汚水回収、拭き上げ乾燥・ワ

 ックス塗布をそれぞれ行う。

・ 家事代行サービスへの参入

 乾式清掃サービス導入により省力化した人員を利用、買い物の手伝いなど便利

 屋的サービスへ参入。

◆経営革新計画の結果・現状

・ 乾式清掃サービスが順調で、新規大型店、２４時間営業の店舗、新規開業病院等

の顧客が増加している。

◆成功のポイント

・ 早い時期に乾式サービスを導入したことで、ノウハウをいち早く蓄積、地元店舗

から信頼を得、固定客を得た。

■企業の概要 ◆TEL 0155-26-1876

代表者 山崎　育子 創業 S54.3 資本金 32 百万円 従業員 50 人 売上高 286 百万円

・ ダスキン商品のリース販売を実施。昭和６３年に清掃サービス業務を取り入れ、大型店、病院、

老人介護施設等を中心に需要を伸ばす。更に乾式清掃サービスを導入し、サービスの向上、低

コスト化、大幅な省力化を実現。また、省力化した人員を活用し家事代行業務に参入。

新型設備の導入による乾式清掃サービス及び家事代行業務への参入
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商品・サービスを生産・提供する新しい体制づくりに取り組んだ事例

株式会社　アンビエンテ丸大 特別管理産業廃棄物処分業 旭川市

■利用した支援策

政府系金融機関の低利融資、道の制度融資、信用保険の特例

■経営革新計画のテーマ

■経営革新の特徴

承認年月 平成 13 年 10 月 計画年数 3 年

 ◆経営革新に至る経緯
・ ダイオキシン類排出等廃棄物に関する規制強化に伴い、産業廃棄物処理に対する
需要増加が見込まれていたが、当時の焼却設備は能力不足、連続投入・種類別焼
却方式のため処理効率が低い及び規制強化に対応できないという課題を抱えてお
り、また、これら課題が顧客ニーズを吸い上げられず営業上の支障になっていた。
・ そこで、新基準に対応した乾留ガス化焼却装置を導入し、それを契機に営業体制
等も見直し、経営革新に取り組むこととした。

◆経営革新計画の概要
・ 乾留ガス化焼却装置を導入し、能力増強と一括焼却による焼却効率の改善を図り、
焼却処理データを活用した提案型営業を推進し、売上増加を目指す。

◆経営革新計画の結果・現状
・ 乾留ガス化焼却装置設置を平成15年7月に完了、旭川市の許可を受け稼働を開始。
・ 処理能力向上により、平成16年4月から大口顧客（国公立・私立病院等）からの　
受注を獲得、売上増加を実現。また、新装置では燃焼データが取れるため、その
データを基に排出事業者への的確な分別を提案する営業活動に生かす一方、廃棄
物の組成等が把握できるため環境への負荷軽減に繋がる運転を実施している。
・ 更に法規制より厳しい自社目標値を達成するために廃棄物投入方法の改善や燃焼
データの分析に取組み、安定燃焼を実現させている。

◆成功のポイント
・ 廃棄物排出に係る市場調査を実施し、これを踏まえた上で計画を立案。計画と実
績の差異分析を継続して実施できた。
・ 計画が承認され、計画を発表することにより、社員の意識改革ができたこと。
・ 政府系金融機関の長期低利融資を得られ、財務体質の安定化を図ることができた。

■企業の概要 ◆TEL 0166-63-1511  ◆URL http://www.ambiente-m.co.jp/

代表者 西野尾　孝子 創業 H元.9 資本金 50 百万円 従業員 23 人 売上高 293 百万円

・ 「環境保全と企業成長の両立」をテーマに、処理効率改善のみならず公害防止対策に力を入れ、

リサイクルを始めとした環境保全に留意した取組を実施。市立病院等医療機関や管内ホテル・製

造業者等多数の顧客を持ち、特別管理産業廃棄物の高温焼却処理や産業廃棄物の処理を実施、安

定した業績を上げている。

ダイオキシン類排出規制に対応した新規設備導入を契機に処理能力増強と効率改善



４．新連携支援

－１６－

（１）現 状（１）現 状

経営資源の限られる中小企業において、「強み」を相互に補完しながら中
小企業が他者と連携することを後押しし、市場化・事業化につながる取り組み
を支援する。

１．競争環境の進展によるビジネス時間軸の短縮化

２．高度な技術を組み合わせた高品質・高付加価値化の必要性の増大

３．需用者サイドの要求の高度化

（従来の取引慣行に捕らわれない「性能発注」の増大等）

事業を巡る環境の構造変化

個々の中小企業が自らの力で経営資源の不足を克服し、高度化した市

場ニーズに対応することは、当該中小企業に膨大なコストとリスクを負

わせることとなり、時間的にも対応困難。

他者との連携により相互に経営資源を補完し、高い付加価値を

実現する事業計画（新連携）を支援。

支援を受けるためには、主務大臣（経済産業大臣ほか）の認

定が必要。



（２）支援対象（２）支援対象

－１７－

①異分野の事業者が連携している事業計画であること
～連携事業者等の要件～

Ａ 事業連携の核となる中小企業（コア企業）が申請者。

Ｂ 連携事業者等は、異分野に属する事業者等で構成。

→「異分野」とは、日本標準産業分類における４桁分類において、異なる分類に属してい

るもの。ただし、同分類に属しているものであっても、連携事業を行うために持ち寄るノ

ウハウや技術等の中身が異なる場合なども対象。

→日本標準産業分類は、総務省統計局ホームページに掲載されております。

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm

Ｃ 連携事業者等には、コア企業も含めて２以上の中小企業者の参加が必要。

また、中小企業者同士の連携のみならず、大学、試験研究機関、中堅・大

企業、公設試験研究所、ＮＰＯ（特定非営利法人）等の他の関連事業者等と

の連携も可能。

→参加する営利企業のうち、企業数、あるいは事業費等で勘案した実質的な事業に対す

る貢献度合いで中小企業の占める割合が半数以下の場合は、支援対象外。

Ｄ 連携体は、参加する各主体が持ち寄るそれぞれの「強み」である経営資源

を具体的に示し、③の新事業分野開拓がそれらの組み合わせにより可能とな

る計画となることが必要。
→「単に共同購買を行うのみの場合等の新たな事業活動の創出に繋がらない連携」、

「親事業者と下請事業者の取引関係」、

「通常の商取引における売買や役務契約等の一時的な取引関係にある企業同士」

等の連携については、支援対象外。

Ｅ 工程管理や品質管理が統一的に行われるような役割分担、対外的な取引関

係における責任体制のあり方等を明確化した連携事業者等間の規約等の整備

が必要。

②新事業活動を行う事業計画であること

○「新事業活動」とは、

・新商品の開発または生産

・新役務の開発または提供

・商品の新たな生産または販売の方式の導入

・役務の新たな提供の方式の導入

など のいずれかのうち、北海道地域における該当業種の実情を勘案して

新しいもの。

→北海道地域の該当業種において、既に相当程度普及している技術・方式の導入、研

究開発に止まる事業については支援対象外。



③新事業分野の開拓となる事業計画であること

Ａ 「新事業分野開拓」とは、新事業活動によって市場において事業を成立さ

せることをいう。

Ｂ 需要が相当程度開拓されることが必要であり、具体的な販売計画が計画さ

れているなど事業として成り立つ蓋然性が高く、継続的に成長を遂げられる

事業計画であることが必要。

④計画期間

○計画期間は、３～５年計画とする。

⑤事業性の指標

○「新事業活動」により持続的なキャッシュフローを確保し、１０年以内に融

資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益を

あげることを要件とする。

○計画の認定に係る申請に必要な資料

Ａ 様式第１による申請書１通及びその写し１通

【Ａに添付する資料】

Ｂ 申請事業者の定款

Ｃ 申請事業者の最近２期間の営業報告書または事業報告書、貸借対照表及

び損益計算書（これらの書類がない場合は、最近１年間の事業内容の概要

を記載した書類）

→組合及びその連合会にあっては当該事業計画に参加する全ての構成員のものが必

要。

Ｄ 連携参加者の当該事業計画に関する同意書の写し

Ｅ その他事業等の概要の分かる資料を別途お願いする場合もあります。

－１８－



（３）主な支援措置（３）主な支援措置

①新連携対策補助金

Ａ 連携体構築支援（計画認定の必要なし）Ａ 連携体構築支援（計画認定の必要なし）

専門知識や高度な技術等を有しながら具体的事業化を図る中小企業が、自己の優れ

た機能（マーケティング、商品化等）を持ち寄り、他者（企業、研究機関、ＮＰＯ、組合等）

と連携構築する取り組みを支援する。

○具体的には、連携構築に資する規程の作成、コンサルタント等にかかる

経費を補助。

→上限：３３０万円

Ｂ 事業化・市場化支援（計画認定の必要あり）Ｂ 事業化・市場化支援（計画認定の必要あり）

異分野連携新事業分野開拓計画（新連携計画）の認定を受けた連携体が行う事業の

市場化に必要な取り組みを支援する。

○具体的には、複数の中小企業が連携して行う事業に必要な新商品開発

（製品・サービス）に係る実験、試作、連携体内の規程作成（工程管理

マニュアル、共通システム構築等）、研究会、マーケティング、市場調

査等にかかる経費を補助。

→上限：３，０００万円

スキーム図スキーム図

国 コア企業

〔補助率２／３〕

連携予定者（企業、研究所、組合、支援機関等）

※コア企業＝連携して行う事業の中心となる中小企業（企業組合・協業組合含む）

－１９－



②政府系金融機関の低利融資制度

「新連携計画」の認定を受けた新連携プロジェクトについて、参画する個別企業の返

済能力に加え、新連携プロジェクトの評価を加味した上で、個別企業向けに融資を行う。

【金 利】

基準金利 １．８０％

特利③ ０．９５％
（平成17年10月11日時点）

担保要件
担保・保証人あり
※注

無担保・第三者保
証人なし

貸付限度額

設備資金
７千２百万円
運転資金
４千８百万円

２千万円

貸付利率 特利③ 特利③＋0.9%

※注：国民公庫の融資は約９割が無担保で上乗せ金利無し。

担保要件 担保・保証人あり
一部担保免除
（７５％）

無担保 無保証 無担保・無保証

貸付限度額

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

免除額上限
８千万円

1企業あたり
５千万円

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

1企業あたり
５千万円

貸付利率 特利③

特利③＋中小企
業の信用リスク等
に応じた上乗金
利

特利③＋中小企
業の信用リスク等
に応じた上乗金
利

特利③＋0.3%

特利③＋0.3%＋
中小企業の信用
リスク等に応じた
上乗金利

担保要件 担保・保証人あり
一部担保免除
（７５％）

無担保 無保証

貸付限度額

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

設備資金
７億２千万円
運転資金
２億５千万円

貸付利率 特利③

特利③＋中小企
業の信用リスク等
に応じた上乗せ
金利＋0.4%

（注）中小公庫・商工中金は２億７千万円以内は特利③、それ以上は基準利率

８千万円

特利③＋中小企業の信用リスク等
に応じた上乗金利

中小公庫

国民公庫

商工中金

－２０－



③北海道信用保証協会の信用保証の特例

「新連携計画」の認定を受けた中小企業者は、以下の措置を受けることが可能。

普通保証・無担保保証・無担保無保証人保証・売掛金債権担保保証の別枠化普通保証・無担保保証・無担保無保証人保証・売掛金債権担保保証の別枠化

【一般の保証限度額】

○普通保証（企業）：２億円

（組合）：４億円

○無担保保証：8,000万円

○無担保無保証人保証：1,250万円

○売掛金債権担保保証：１億円

＋

【別 枠】

○普通保証（企業）：２億円

（組合）：４億円

○無担保保証：8,000万円

○無担保無保証人保証：1,250万円

○売掛金債権担保保証：１億円

新事業開拓保証の限度枠拡大新事業開拓保証の限度枠拡大

【一般の保証限度額】

○企業 ： ２億円

○組合 ： ４億円

【枠拡大】

○企業 ： ４億円

○組合 ： ６億円

④高度化融資

－２１－

【制度概要】

（1）貸付対象者：次の要件のいずれにも該当する任意グループ
ア 構成員が４人以上

イ 構成員の２／３以上が認定中小企業者

(2) 貸付対象資金：土地、建物、構築物、設備
(3)貸付金利：無利子
(4) 貸付期間：２０年以内（うち据置３年以内）
(5) 貸付割合：９０％

「新連携計画」の認定を受けた任意グループが行う新商品の生産、研究開発等に

必要な施設の整備に必要な資金を中小企業基盤整備機構は高度化融資により支

援。



⑤中小企業投資育成株式会社の支援
～出資等により自己資本を充実したい～

・中小企業投資育成株式会社からの株式、新株予約権、新株予約権付社債の引

き受け、コンサルティングを通じて、自己資本の充実を図ることができる。

⑥特許料減免措置

「新連携計画」の認定を受けた中小企業（新連携計画終了後２年以内の中小企業

も対象）のうち、技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請を行う際の審査請求料・

特許料（第１年～第３年）を半額に軽減する。

⑦税制上の優遇措置（設備投資減税）

「新連携計画」の認定を受けた中小企業者等が取得した機械装置等について、取得

価格の７％の税額控除（リースの場合は費用総額の６０％相当額の７％）又は

初年度３０％の特別償却を認める。

－２２－

⑧ＩＰＡ債務保証

新連携プロジェクトの実施において、連携するためのツールとしてＩＴを活用する

ために、必要なソフトウェアの開発・購入資金及びソフトウェア開発者の教

育・研修資金について、「新連携計画」に参画する個別企業の返済能力、プロジェクト

の内容を評価し、無担保で債務保証を行う。

無担保担 保

３年以内保証期間

１名以上（ただし、代表取締役は全員）連帯保証人

年０．７５％（連帯保証人２名以上の場合等は年０．５％）保証料率

・自社の事業活動の効率化に寄与するソフトウェアの開発・購入資金
・ソフトウェア開発者の教育・研修資金

資金使途

融 資 額 の ９ ５ ％ 以 内保証額

保証融資限
度額

１件あたり１５０百万円以内、１社あたり３００百万円以内

取扱金融機関は、ＩＰＡにお問い合わせください。

○問い合わせ先：独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ） 金融推進部

ＴＥＬ：03-5978-7505
取扱金融機関



（４）新連携計画の認定までの流れ（４）新連携計画の認定までの流れ

①まずは新連携支援北海道地域戦略会議事務局へお問い合わせください。
～相談から事業化に至るまできめ細かにサポート～

・対象者の要件、新連携計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等を気

軽にご相談ください。

・新連携支援北海道地域戦略会議事務局は、独立行政法人中小企業基盤整備機構

北海道支部に設置しており、中小企業診断士、コンサルタントからなる専門家が、申

請書の書き方、ビジネスプランの作成の仕方などのアドバイスを行います。

・計画認定申請書は、新連携支援北海道地域戦略会議事務局または北海道経済産

業局に用意しております（ホームページからダウンロード可）

・新連携計画については、新連携支援北海道地域戦略会議事務局において事業性等

の評価を行い、有望な事業については、登録している専門家が計画の磨き上げを行

います。 → 問い合わせ先：Ｐ３０参照！

【ホームページアドレス】

○新連携支援北海道地域戦略会議事務局

http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/hokkaido/001173.html
○北海道経済産業局

http://www.hkd.meti.go.jp

②北海道経済産業局への申請書の提出・認定

・北海道経済産業局に申請書を提出

・ビジネスに精通した事業評価委員等の審査を経た後、新連携計画の認定を行います。

③計画開始後

・新連携計画の認定後、支援措置等が行われます。

・計画開始後、フォローアップのために計画進捗状況調査等が行われます。

－２３－



（５）事例紹介（５）事例紹介

コア企業：㈱味のネットワーク （函館市：小売業）

連携企業等：（有）コムテック、㈱絆ワールドクリエイト、

（財）函館地域産業振興財団

事業計画の概要：レトルト食品用レトルト食品用自動販売機による北海道らしい食品の販売自動販売機による北海道らしい食品の販売
～忙しいビジネスパーソンに「小腹癒し」食品を手軽に提供！～～忙しいビジネスパーソンに「小腹癒し」食品を手軽に提供！～

・従来の自動販売機による食品販売は、冷凍食品パッケージを電磁波により加熱・調理する形式で、

たこ焼き、フライドポテト等の商品を提供している。

・このような中、レトルト加工技術を有する㈱味のネットワーク社長の「おいしいものをおいしい状態で

届けたい」という思いから生まれたビジネスアイデアと連携企業の技術等が融合し、食品のレトルト食品のレトルト

パッケージを特殊に加圧・電磁調理する自動販売機を試作。レトルト食品開発も進め、「海鮮おでん」、パッケージを特殊に加圧・電磁調理する自動販売機を試作。レトルト食品開発も進め、「海鮮おでん」、

「イカめし」などの北海道らしいメニューの商品を自動販売機にて提供することが可能となった。「イカめし」などの北海道らしいメニューの商品を自動販売機にて提供することが可能となった。

・この自動販売機は、冷凍食品ではなかなか難しい「おでん」、「イカめし」などの「煮物」「煮物」や「点心」など

の「蒸し物」「蒸し物」について、「旨み」を十分キープした商品の提供が可能。また、調理時間が短時間調理時間が短時間となる

ほか、常温流通・管理が可能のため、ランニングコストが安くランニングコストが安くなること等が「強み」！「強み」！

－２４－

試作した自動販売機試作した自動販売機試作した自動販売機 開発したレトルト食品開発したレトルト食品開発したレトルト食品



連携モデル連携モデル

レトルト食品加工レトルト食品加工レトルト食品加工

コア企業：㈱味のﾈｯﾄﾜｰｸ
・レトルト食品用自動販売機等の

特許所有特許所有

・電磁調理用レトルトパッケー

ジの開発

・食材開発

レトルト食品

加工工場

（道南約６０社）

自動販売機製造自動販売機製造自動販売機製造

東和電機

製作所㈱など

（財）函館地域産業振興財団

・レトルト加工技術

・食材開発

（有）コムテック

・自動販売機の設計、開発など

㈱絆ワールドクリエイト

・自動販売機のメンテナンス・管理

・代金回収
・顧客対応窓口

レトルト自動販売機開発技術レトルト自動販売機開発技術レトルト自動販売機開発技術 レトルト加工技術レトルト加工技術レトルト加工技術

自動販売機の設計・開発自動販売機の設計・開発自動販売機の設計・開発 マーケティングマーケティングマーケティング

－２５－

①㈱味のﾈｯﾄﾜｰｸの電磁調理用
レトルトパッケージの開発
技術
②（有）コムテックの電磁調理
器技術
③（財）函館地域産業振興財団
のレトルト食材の加工技術
が融合し、短時間で調理でき、
旨みをキープするレトルト食品

用自動販売機が完成

冷凍食品自動

販売機にない

旨み、メニュー、

コスト等を実現！

新事業新事業

・市場ターゲットは、

公共交通機関、ビジ

ネスホテルなど。

・一部施設からは、テ

スト販売の要請あり。

連携効果連携効果 市場性市場性

支援メニュー

【【支援金融機関支援金融機関】】 商工組合中央金庫商工組合中央金庫

【希望する支援メニュー】 ①政府系金融機関の低利融資 ②設備投資減税

コア企業の会社概要

企業名・代表者

所在地

創立
資本金・従業員数

TEL／FAX

ｅ－ｍａｉｌ

㈱味のネットワーク　代表取締役　構　良一

函館市西桔梗町５８９－４９

平成１０年６月
１，０００万円 １２名

anw@hotweb.or.jp

0138-50-8700 0138-50-8888



コア企業：北原電牧㈱（札幌市：農業用機械製造業）

連携企業等：㈱ﾃﾞｼﾞｯｸ、㈱ﾍﾞﾝｺﾒﾑﾛ、ｵﾘｵﾝ機械㈱、㈱YSﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

事業計画の概要：ＩＴによる乳牛の高度な自動飼養管理システムの開発・販売ＩＴによる乳牛の高度な自動飼養管理システムの開発・販売

～～中中小規模酪農家の省力化・規模拡大を図る！小規模酪農家の省力化・規模拡大を図る！ ～～

１．我が国の酪農家の約９割は家族経営を中心とした中小規模経営であり、乳牛を一頭ずつ、つな

いで飼育する方式が一般的。これら酪農家は、少人数で長時間労働するケースが大半であり、給

餌作業はそのかなりの部分を占めている。

２．これら酪農家は、昨今、各種機械化による省力化も行っているが、給餌作業に関しては機械化が

ほとんど進んでおらず、本連携体では、これらの点に着目し、ＩＴ管理による家畜の自動給餌装置を

開発し、一部販売を実施した。

３．本装置はＩＴ管理により牛舎事務所や自宅で給餌時間や各牛ごとの給餌量の設定が可能ＩＴ管理により牛舎事務所や自宅で給餌時間や各牛ごとの給餌量の設定が可能となり、

全ての飼料を無人で給餌できる。また、給餌システムにトラブルが生じた場合、インターネット経由

で酪農家の携帯電話に「トラブル発生メール」が送信される。

４．本事業では、本装置に酪農系大学の家畜栄養学に基づいた牛の個体ごとの給餌の回数・分量・酪農系大学の家畜栄養学に基づいた牛の個体ごとの給餌の回数・分量・

飼料の効果的なブレンド等をＩＴにて自動管理するシステムを付加する。また、販売を行った酪農家飼料の効果的なブレンド等をＩＴにて自動管理するシステムを付加する。また、販売を行った酪農家

からなるユーザー会を組織して、メンバーのニーズ調査を進め、将来は個々の酪農家の実情に応からなるユーザー会を組織して、メンバーのニーズ調査を進め、将来は個々の酪農家の実情に応

じてじてきめ細やか対応する飼育管理システムを開発きめ細やか対応する飼育管理システムを開発する。

５．これにより、中小規模の酪農家が省力化、規模拡大を図ることができるとともに、飼育する乳牛の

乳量の増加、乳質の向上、寿命の延長などを図ることが可能となる。

ＩＴシステムによる自動給餌装

置のイメージ

－２６－



連携モデル連携モデル

自動給餌機の開発・改良自動給餌機の開発・改良自動給餌機の開発・改良
酪農学園大学

・家畜栄養学に基

づいた給餌方法

の指導

北海道立

中央農業試験場

・技術指導

ホクレン農業協同
組合連合会

・マーケティング調査

㈱ベンコメムロ
・干し草、サイレージ等を
きめ細かくカッティングす
る装置の開発・改良

コア企業：北原電牧㈱
・自動給餌機の開発・改良
・飼養管理システムの全体管理
・効果的な給餌方法の開発

オリオン機械㈱
・強力な販売ネットワークによ

る販路開拓
・ユーザー会の運営

販路開拓販路開拓販路開拓 酪農経営コンサルティング酪農経営コンサルティング酪農経営コンサルティング

干し草等カッティング装置の開発・改良干し草等カッティング装置の開発・改良干し草等カッティング装置の開発・改良

㈱ＹＳテクノロジー
・酪農経営コンサルティング

・ユーザー会のニーズ調査

㈱デジック

・飼養管理システムのＩＴ化

飼養管理システムのＩＴ化飼養管理システムのＩＴ化飼養管理システムのＩＴ化

北海道酪農

畜産協会

・酪農経営のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

・現地調査

・ＩＴによる乳牛の高度

な自動飼養管理シス

テムの完成。

・酪農家は自動設定に

より手軽に乳牛の飼

養を管理。

新事業新事業連携効果連携効果 市場性

・コア企業の自動給餌機の開

発技術、連携企業のＩＴ技

術が効果的に融合し、高度

な自動飼養管理システムが

完成。

・ユーザー会の運営による

ニーズの的確な把握。

・市場ターゲットは、全

国の中小規模酪農家。

・連携企業の強力な販売

ネットワークやユーザー

会のネットワークにより、

マーケティングを強化。

市場性

支援メニュー

【【支援金融機関支援金融機関】】 中小企業金融公庫中小企業金融公庫

【希望する支援メニュー】 ①政府系金融機関の低利融資 ②補助金 ③設備投資減税

コア企業の会社概要

企業名・代表者

所在地

創立
資本金・従業員数

TEL／FAX

ｅ－ｍａｉｌ

ＵＲＬ

info@kitaharadenboku.com

http://www.kitaharadenboku.com

011-711-6136 011-741-7253

北原電牧株式会社　代表取締役　北原　慎一郎

札幌市東区北１９条東４丁目

昭和２８年１２月
６，０００万円 ４２名

－２７－



コア企業：草野作工㈱（江別市：建設業）

連携企業等：㈱ＷillｰＥ、㈱プラウシップ

事業計画の概要：下水道維持補修工事用超小型穿孔（せんこう）ロボットの開発・販売下水道維持補修工事用超小型穿孔（せんこう）ロボットの開発・販売

～超小型化により住宅側の細い管からスピーディーに作業が可能！～～超小型化により住宅側の細い管からスピーディーに作業が可能！～

１．現在、全国に敷設されている下水道管は３６万㎞を超えている。このうち、耐用年数と言われてい

る敷設５０年を超える下水道管は、今後、加速度的に増加することが見込まれている。

２．下水道が老朽化した際、既設の管を撤去し、新品の管を設置し直す場合、相当程度のコストがか

かるため、一般的には老朽化した管の内側を特殊樹脂でコーティングする形で新しい管（更生管）を

形成する工法により補修するケースが増加している。

３．この工法では、特殊樹脂をマンホールから本管に入れて施工するが、この際、各家庭から排水さ

れてくる取付管の穴もふさいでしまう。そこで、これまではマンホールから穿孔ロボットを入れて、この

ふさいだ穴を本管の内側から開けているが、従来のロボットでは本管側からコーティングされている

取付管の位置を探すことが難しく、施工時間が長くかかってしまうとともに、マンホールの上の道路を

交通規制する必要がある等の難点があった。

４．そこで、本連携体では特殊技術を駆使して超小型の穿孔ロボットの試作品を開発（特許取得）。本連携体では特殊技術を駆使して超小型の穿孔ロボットの試作品を開発（特許取得）。

各住宅の宅地桝から細い取付管にロボットを進入させ、自重で接合部（ふさがった穴の部分）に到達。各住宅の宅地桝から細い取付管にロボットを進入させ、自重で接合部（ふさがった穴の部分）に到達。

ＣＣＤカメラにより映された画面を見ながらパネル操作を行い、先端のドリルやカッターで精巧に穴をＣＣＤカメラにより映された画面を見ながらパネル操作を行い、先端のドリルやカッターで精巧に穴を

開けることができるようにした。開けることができるようにした。

５．これにより、従来の工法では時間がかかった穿孔位置の特定が容易になり、ひとつの取付管当た

りの施工時間を約半分の１時間程度に短縮施工時間を約半分の１時間程度に短縮できるとともに、交通規制が不用となるなど、大幅なコス大幅なコス

トダウンが可能トダウンが可能となる（１／３程度）。また、仮に何らかの理由で取付管の位置がズレてしまっている

場合でも、本ロボットは本管のコンクリートを切削する能力を有しているため、問題なく穿孔作業を進

めることができる。

６．本事業では、ロボットの更なるコンパクト化、操作の簡略化を行うために、実地実験を重ね、機能、

部品等の改良を行い、「超小型穿孔ロボット」を完成させ、施工業者への売り込み、サポート体制の「超小型穿孔ロボット」を完成させ、施工業者への売り込み、サポート体制の

強化強化などを行う。

本
管

取付管部分が開いていない （家庭からの排水が出来ない）

取付管

老朽化した本管

特殊樹脂による更生管

本連携体のロボットが作業するイメージ本連携体のロボットが作業するイメージ本連携体のロボットが作業するイメージ特殊樹脂で本管をコーティングした直後の状態特殊樹脂で本管をコーティングした直後の状態特殊樹脂で本管をコーティングした直後の状態

・従来のロボットは本
管側（内側）から穴
を開ける。
・本管側からはこの部
分が探しづらい（見
えづらい）ため、作
業に時間がかかる。

・本連携体のロボット
は各住宅の取付管
経由で本管の外側
からピンポイントで
穴を開ける。

－２８－

従来のロボットが作業するイメージ従来のロボットが作業するイメージ従来のロボットが作業するイメージ



連携モデル

草野作工㈱

・穿孔ロボットの研究・
開発・製造・販売

㈱プラウシップ
・穿孔ロボットの超小型化、
高性能化、コストダウン
を実現するための部品
の選定・改良

㈱ＷＩＬＬ－Ｅ
・穿孔ロボットの設計
・技術指導
・品質検査・管理

穿孔ロボットの研究・開発穿孔ロボットの研究・開発穿孔ロボットの研究・開発

穿孔ロボットの設計穿孔ロボットの設計穿孔ロボットの設計 部品の選定・改良部品の選定・改良部品の選定・改良

北海道立

工業試験場

・ロボット開発

の技術指導

中道機械㈱

・販売・リース

全国の下水道の管更生工法に携わっている事業者

市 場市市 場場

連携モデル

・従来ロボットは本管

側から穿孔していた

が、本事業は超小型

化を実現させ、細い

取付管側からの穿孔

を可能とした。

・連携体企業による穿孔ロ

ボットの設計、開発、部

品改良が効果的に融合し、

超小型化、高性能化、コ

ストダウンを実現。

・市場ターゲットは、全国

の下水道の管更生工法に

携わっている事業者。

・まずは下水道年齢が古く、

地下埋設物が複雑に施工さ

れている地域（主要都市な

ど）を中心にマーケティング

を実施。

連携効果連携効果 新事業新事業 市場性市場性

支援メニュー

【希望する支援メニュー】 ①補助金 ②設備投資減税

コア企業の会社概要

企業名・代表者

所在地

創立
資本金・従業員数

TEL／FAX

ｅ－ｍａｉｌ

ＵＲＬ

kazunori@kusanosk.co.jp

http://www.kusanosk.co.jp

011-382-2135 011-382-5857

草野作工㈱　代表取締役　草野　貴友

江別市上江別西町１６番地

昭和２８年４月
９，０００万円 ５０名

－２９－



○問い合わせ先一覧

－３０－

メニュー 問い合わせ先

北海道経済産業局地域経済部新規事業課

　ＴＥＬ：０１１－７０９－２３１１（内2560～2562）
　http://www.hkd.meti.go.jp

北海道経済部商工振興課経営支援グループ

　ＴＥＬ：０１１－２３１－４１１１（内26-222）

　http://www.pref.hokkaido.jp
/keizai/kz-ssnko/sanshin/keieikakusin/index.htm

各支庁経済部商工労働観光課

   石狩支庁　ＴＥＬ：０１１－２３１－４１１１

   渡島支庁　ＴＥＬ：０１３８－４７－９０００

   檜山支庁　ＴＥＬ：０１３９５－２－１０１０

   後志支庁　ＴＥＬ：０１３６－２２－１１１１

   小樽商工労働事務所　ＴＥＬ：０１３４－２２－５５２５

   空知支庁　ＴＥＬ：０１２６－２３－２２３１

   上川支庁　ＴＥＬ：０１６６－４６－５１１１

   留萌支庁　ＴＥＬ：０１６４－４２－１５１１

   宗谷支庁　ＴＥＬ：０１６２－３３－２５１０

   網走支庁　ＴＥＬ：０１５２－４４－７１７１

   胆振支庁　ＴＥＬ：０１４３－２２－９１３１

   日高支庁　ＴＥＬ：０１４６－２２－２２１１

   十勝支庁　ＴＥＬ：０１５５－２４－３１１１

   釧路支庁　ＴＥＬ：０１５４－４１－１１３１

   根室支庁　ＴＥＬ：０１５３－２３－６１３１

新連携支援北海道地域戦略会議事務局

　（独立行政法人 中小企業基盤整備機構 北海道支部）

　ＴＥＬ：０１１－７３８－２１００

　http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/hokkaido/001173.html

北海道経済産業局産業部中小企業課

　ＴＥＬ：０１１－７０９－２３１１（内2575～2577）

　http://www.hkd.meti.go.jp

中小企業金融公庫（http://www.jfs.go.jp)

   札幌支店　ＴＥＬ：０１１－２８１－５２２１

   函館支店　ＴＥＬ：０１３８－２３－７１７５

   旭川支店　ＴＥＬ：０１６６－２４－４１６１

   釧路支店　ＴＥＬ：０１５４－４３－２５４１

国民生活金融公庫(http://www.kokukin.go.jp)

   札幌支店　ＴＥＬ：０１１－２３１－９１３１

   札幌北支店　ＴＥＬ：０１１－７２６－４２２１

   函館支店　ＴＥＬ：０１３８－２３－８２９１

   旭川支店　ＴＥＬ：０１６６－２３－５２４１

   帯広支店　ＴＥＬ：０１５５－２４－３５２５

   釧路支店　ＴＥＬ：０１５４－２２－８１３１

   北見支店　ＴＥＬ：０１５７－２４－４１１５

   室蘭支店　ＴＥＬ：０１４３－４４－１７３１

   小樽支店　ＴＥＬ：０１３４－２３－１１６７

商工組合中央金庫(http://www.shokochukin.go.jp)

   札幌支店　ＴＥＬ：０１１－２４１－７２３１

   函館支店　ＴＥＬ：０１３８－２３－５６２１

   旭川支店　ＴＥＬ：０１６６－２６－２１８１

   帯広支店　ＴＥＬ：０１５５－２３－３１８５
   釧路事務所　ＴＥＬ：０１５４－４２－０６７１

北海道信用保証協会(http://www.cgc-hokkaido.or.jp)

   札幌本所　ＴＥＬ：０１１－２４１－２２３０
   函館支所　ＴＥＬ：０１３８－２３－８４２５

   旭川支所　ＴＥＬ：０１６６－２４－１４４１

   帯広支所　ＴＥＬ：０１５５－２４－３６５８

   釧路支所　ＴＥＬ：０１５４－２３－１３６１

   北見支所　ＴＥＬ：０１５７－２４－５１９６

   室蘭支所　ＴＥＬ：０１４３－４５－６００１
   小樽支所　ＴＥＬ：０１３４－２２－５１８８

   苫小牧支所　ＴＥＬ：０１４４－３３－１７５１
   滝川支所　ＴＥＬ：０１２５－２３－１２０１

信用保証制度

政府系金融機関の支援

創業支援全般

新連携支援全般

中小企業新事業活動促進法全般
新連携支援全般

経営革新支援全般


